
太田市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和７年２月２８日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第９号 

 

太田市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関す

る規則の一部を改正する規則 

太田市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する

規則（令和４年太田市規則第７３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第５条第１項各号」を「第４条第１項各号」に改

める。 

第３条中「、次条の規定によりコンビニ交付サービスを利用できる

こととなった１５歳未満の者のほか」を削り、同条第３号中「（次条

の規定によりコンビニ交付サービスを利用できることとなった者を除

く。）」を削る。 

第４条を削る。 

第５条第１項ただし書中「第８条第１項」を「第７条第１項」に改

め、「又は第２項」を削り、同条を第４条とする。 

第６条第１項中「（第４条の規定によりコンビニ交付サービスを利

用することができる１５歳未満の者を除く。以下この条において同

じ。）」を削り、「コンビニ交付サービス変更申出書」の次に「（別

記様式）」を加え、同条を第５条とする。 

第７条中「、又はコンビニ交付サービスの提供を受けることができ

るようになった１５歳未満の者の法定代理人がコンビニ交付サービス



変更申出書によりコンビニ交付サービスを利用しない旨の変更の申出

をし、市長がその申出を適当と認めたとき」を削り、同条を第６条と

する。 

第８条第２項を削り、同条第３項中「第１項又は」を削り、同項を

同条第２項とし、同条第４項を同条第３項とし、同条第５項中「前各

項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条を第７条とす

る。 

第９条を第８条とし、第１０条を第９条とし、第１１条を第１０条

とする。 

別記様式中「第４条、第６条、第７条関係」を「第５条、第６条関

係」に、「第４条、第６条第１項若しくは第３項又は第７条」を「第

５条第１項又は第３項」に、「代理人による申出の場合は、下記を記

入してください」を「※代理人による申出の場合は、委任状が必要に

なります」に改め、「※ 本人が１５歳未満の場合は、法定代理人（保

護者等）が下記に記入してください。」を削り、 

「             記      

 

 

 

 を 

                             」 

「 

代理人 

住  所              

ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 

氏  名 
 

本人と 

の関係 
 

生年月日 年   月   日 
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委 任 理

由（法定

代 理 の

場 合 は

記 載 不

要です。 

病 気 ・ そ の 他 

（            ） 



                             」 

に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

委  任  状 
私は、コンビニ交付サービス変更申出について、下記の者を代理人に選任いたします。 

依 頼 人 

住所 

 

氏名                         ㊞ 

代 理 人 

住所 

 

氏名 

委 任 理 由 
病 気 ・ そ の 他 

（                         ） 


